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パネルディスカッション

「その時、自分を、家族を守るために・・

～沖縄から国民保護を考える～」

○ 司会

改めまして、皆さん、こんにちは。これ

より「その時、自分を、家族を守るために

・・・～沖縄から国民保護を考える～」を

テーマに、パネルディスカッションを開催

いたします。

まずはじめに、本日のパネリストの方々

。 、をご紹介いたします 舞台右手奥の方から

沖縄県うるま市市長知念恒男様。知念市長

には、最も住民に身近な行政機関である市

町村の立場からご発言いただきます。沖縄

、 。県民を代表して 石垣市在住の加藤伴子様

家族を守る女性として、また、離島在住の

一県民の立場からご発言いただきます。琉

球大学国際関係論教授我部政明様。国民保

護と米軍基地、日米地位協定の関係につい

てご発言いただきます。沖縄県副知事牧野

浩隆。そして先ほど講演されました、独立

総合研究所代表取締役青山繁晴様。消防庁

国民保護室長青木信之様にも参加していた

だきます。コーディネーターは、前沖縄県

広報アドバイザーの島袋秀光様です。

それでは、島袋様、よろしくお願いいた

します。

○ コーディネーター（前沖縄県広報アド

バイザー 島袋秀光）

会場の皆様、お疲れ様でした。特に前の

方に座っていた方、ビクビクヒヤヒヤで大

変だったと思うんですが。

さて、国民保護法、われわれもまだまだ

馴染みが薄いし、一体どうなんだというこ

と、これは正直な話です。この国民保護法

が整備されたのが昨年、平成16年の６月と

聞いておりますけれども、一体この法律で

われわれ県民は何を求められているのか、

それからこの法律に基づいて県は何をする

のか、市町村は何をするのか、先ほど指針

の中で青木さんもおっしゃっていました

し、青山さんもおっしゃっていましたが、

「具体的にどうなんだ、一体」というのが

正直な気持ちです。したがって、それぞれ

の立場からこれからお話を進めてまいりた

いと思いますが、先ほど司会の方からもご

説明がありましたように、各市町村を代表

いたしましてうるま市から市長がいらして

おります。それから地元沖縄県、特に離島

を代表いたしまして加藤さんもいらしてお

ります。それから学者として我部さんにも

いらしていただいておりますが、つまり、

われわれ沖縄県はこれから保護法について

どうしたらいいのかということを課題を出

して、沖縄県当局は今現在どういうことを

、 。考えていて どういう計画を策定するのか

この４人の方にお話を伺いながら、青木さ

んと青山さんにはコメンテーター的役割で

お話を伺ってまいりたいと思いますし、わ

れわれ素人がどう考えていいのか、そして

どう展開していいのかというのも率直にお

伺いしてまいりたいと思います。そして、

青木さんが５分、青山さんが５分押しまし

たので、このパネルディスカッションは10

分間伸ばします。そして、だいたいおよそ

20分くらい、うまくいけば20分くらい、会

場の方々からご意見も伺いますので、どう

ぞごゆっくりお聞きいただきたいと思いま
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す。

、 、 、それでは まず この国民保護に関して

どのように捉えていらっしゃるのか。そし

て本日どのように発言なさるのか。自己紹

介も兼ねて一言ずつお願いいたします。

、 。まず 牧野副知事からお願いいたします

○ 沖縄県副知事 牧野浩隆

皆さん、改めまして、こんにちは。副知

事の牧野でございます。まず、皆さんの気

持ちに入りたいと思いますけど、例えば先

ほどお二人のご説明の中で武力攻撃、大規

模なテロ、そういうことに対してどう保護

政策をとっていくかという問題提起をされ

てた場合に、感情的には無意識的に、潜在

的に、拒否の意識、不安の意識が先立つだ

ろうと思います。これには私ども沖縄には

。 、歴史的な経緯があります 一番大きいのは

去る大戦であのような悲劇があって、おそ

らくああいう中では国民を守ることはほと

んど不可能だろうという、そういうのがあ

りましたし、あの大戦では私は人命だけで

はなく、財産も文化も一切失って、いわゆ

るゼロの状態になされたというようなこと

があって、そういうのがあるのと、もう一

つは、今持ってまだ大きな基地が沖縄の中

にはあるということと､さらにはもっと大

きな流れからしますと、いわゆる国の政策

に対する屈折した感情が、私ども沖縄県の

中にはあるわけです。

それだけではなくて、現実を見ますと、

沖縄の持っているこういう広大な離島県が

あるということと、歴史的にはあのような

形があったということと、社会的には今も

って大きな米軍基地があるという中で、は

たして県民を守っていくことができるのか

という、そのようなものがあって、そうい

うことを起こさないことが大きな柱ではな

、 、いかという そういう意識がありますので

保護政策を具体化に考えることは、感情的

には嫌だなという気持ちになるかと思いま

す。

しかしながら、沖縄の持っているこうい

う歴史的な、あるいは社会的な、離島的な

ものがあるだけに、今、われわれがやろう

、 、としているのは そういう有事が起こるか

起こらないかじゃなくて、起こった場合に

われわれ県民、国民をどう守るかという、

そのあたりをやっていかなければならない

のが今回の問題だろうと思います。そうい

う意味からいいますと、守ることが難しい

沖縄の諸々の条件があるだけに、われわれ

こそ日本一のそういう保護計画を作る必要

があるだろう、こういう意識で今日のフォ

ーラムが成果をあげられたらなと思いま

す。よろしくお願いいたします。

○ コーディネーター

ありがとうございました。沖縄県の抱え

る課題、それを踏まえて、ひとつ牧野副知

事にはお話を伺うことにいたします。

さて、次に、うるま市の知念市長でござ

います。市長、お願いいたします。

○ うるま市長 知念恒男

皆さん、こんにちは。ただいまご紹介い

ただきました、うるま市の知念でございま

す。

ご存じのとおり、今年４月１日、旧石川

市、勝連町、与那城町、具志川市が合併い

たしましてうるま市として誕生いたしまし

た。面積が85平方キロ余り、人口も11万6

千人と、県内３番目の中核都市として新し
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く市民の期待を一新に担ってスタートした

わけでございますが、今日の国民保護フォ

ーラムの中で、地域の抱える課題等につき

まして、広く皆さんのお気持ちも拝聴しな

がら、また、助言もいただきながら、住民

の安全確保のために行政としてどのような

取り組みをすればいいかということで、私

自身問題点をこれから申し上げていきま

す。

まず、うるま市は、沖縄県の縮図といっ

てもよろしいかと常々思っております。そ

れは、金武湾に面するこの地域には、沖縄

、 、火力発電所 さらに電源開発の火力発電所

。 、石油コンビナート等がございます 加えて

県立中部病院、あるいは老人保健福祉施設

等も含めて、たくさんの公共機関も含めて

存在するわけでございますが、どれを取り

ましても極めて大切な住民の施設であり、

その中で行政としてどのような関わりを持

ち、それをどう住民の安全につなげるかと

いう大きな課題を担っております。

それともう一つ申し上げますと、中部で

は唯一の離島を抱えている市でございま

す。また、かつて離島といわれた地域は、

まさに道一本でつながっている所でござい

まして、有事の際、いかに住民の方々、そ

こに学ぶ子どもたちを避難誘導し、安全を

確保していかなければならないかという大

事な使命も担っているわけでありますか

ら、先ほど申し上げました島嶼県沖縄の縮

図うるま市という言い方をしてもよろしい

のではないかと考えているわけでございま

す。

皆さんからのご提言もいただく中で、し

っかりと今日のフォーラムには、私自身、

むしろ聞き役に回りたいという気持ちもた

、 、くさんあったわけでございますが 立場上

地域の抱える問題点を、これから逐次述べ

させていただきます。よろしくお願いいた

します。

○ コーディネーター

ありがとうございました。ご存じのよう

に、うるま市は４市町からなりまして、う

るま市には二つの発電所まであるくらい

で、今、市長がおっしゃったように、うる

ま市は本当に沖縄県の縮図といっても過言

ではございません。そういう意味で、これ

から課題を出していただいて、これに立ち

向かうというんでしょうか、保護法につい

てどう役割を担っていくのかというのも浮

き彫りにしてまいりたいと思います。

それでは、今度は離島からいらしていた

だきました加藤さん、お願いします。

○ 石垣島在住 加藤伴子

石垣市の女性の立場から、家庭を守る家

庭の主婦の立場から発言させていただきま

す。加藤伴子です。

私たちの八重山諸島は、大小さまざまな

島で構成されています。住民の移動手段は

船と航空機の二つしかありません。そして

その上沖縄本島からは400㎞も離れていま

す。また、それぞれの島は過疎化が進み、

。 、高齢者が多いわけです そして穏やかな島

ゆったりとした時を過ごす癒しの島として

観光客もたくさん訪れます。そんな状況の

中、女性として家庭を守る主婦の立場とし

て、子どもや高齢者、あるいは障害のある

人、有事のとき、それらを本当に安全に避

難できる手だてがあるものかどうか、今日

は一緒に国民保護法の仕組みについて考え
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ていきたいと思います。よろしくお願いし

ます。

○ コーディネーター

ありがとうございました。

それでは、次に、琉球大学の我部さん、

お願いします。

○ 琉球大学国際関係論教授 我部政明

こんにちは、琉球大学の我部政明です。

１年ほど前まで国家公務員を担っておりま

したが、最近変わりまして、独立法人の職

員ということに変わりましたので、決して

、 、国の立場というか そういうものとは全く

給料をもらうのも無くなったので、全く自

由な立場から話をしたいと思っておりま

す。

今日、基調講演と特別講演のお話が、多

分これとは、私がなぜここにいるかという

ことをちょっと考えてみますと、多分、政

府が行いたい国民保護という観点がひとつ

青木室長の方からお話があったと思います

が、それに対して青山さんの方から、その

双方向、つまり国民の側の立場、視点から

の自分たちの保護ということがあったかと

思います。

もう一つは、たぶん青山さんは、両方の

すりあわせが必要じゃないかとおっしゃっ

たので、私は逆の、青木さんの逆の立場か

ら、つまり市民といいますか、国民の側か

ら国にどうすべきなのかというような、青

木さんがこちらを向くと、僕は青木さんに

向いて、青山さんがその両方というような

感じの議論に役割を担うことができればな

というふうに思っています。

そうはいっても、いろんな話はできない

ので、今日も既にこの沖縄県における国民

保護のフォーラムの中で、たぶんキーワー

ドになっていることが４つくらいあるのか

なというふうに思っています。

ひとつは、沖縄戦ということですね。こ

れは沖縄戦というものがどう沖縄の中で、

今現在の社会の中に影響をもたらしたかと

いうのは言うまでもありません。それから

もう一つは、実際に米軍基地があるという

ことであります。これが二つめのキーワー

ドになって、三つ目は、もう既に何度も申

、 、 。し上げましたが 島嶼だと 島々であると

他に逃げ場がないと言ってもいいのかもし

れませんが、そういう特徴を持っていて、

さらに言いますと、今日のお話の中にも出

てきましたような、武力攻撃というよりも

どちらかというとテロと。これは日本全国

共通なのかもしれませんが、これに対して

どう対応するかというようなのが今日の話

のキーワードかなというふうに思っていま

すが、私はその中の２番目の米軍基地との

係わりの中で、何か国民保護に関して私な

りの公言ができればいいなというふうに思

っております。

○ コーディネーター

よろしくお願いいたします。今、青山さ

んへ、我部さんと青木さんがそれぞれ質問

してまいりますので、ひとつよろしくお願

いします。

まずは、青木さん、お願いします。

○ 総務省消防庁国民保護室長 青木信之

先ほど話をさせていただいた青木です。

よろしくお願いします。

私は、確かに政府の立場というか、政府



- 36 -

の職員でありますが、その中でも地方の立

場であります。地方の立場という意味は二

つありまして、ひとつは政府部内で地方の

声を何とか実現していく仕事が一つ。それ

ぞれの地方公共団体、いろんな対策、大変

でありますけれども、多少ともご支援して

いくと、その二つの立場を持ちつつ、この

場で発言をさせていただきたいなというふ

うに思っています。

この国民保護の課題、どういう捉え方を

するか。いろんな捉え方があろうかと思い

ますが、私どもとすると、やっぱり究極の

危機管理というような意識で捉えておりま

す 、人間ですからどうしても嫌なことは。

思いたくないという心理が常に働きます。

地震も自分の所はないと思っているんです

ね。例えば佐賀県の人に聞くと 「佐賀県、

は地震にあったことがない県であります」

というふうに言います。しかし玄界灘で地

震がありました。玄界島で大きな地震があ

。 、 。りました 福岡県ですけど 近くでした

中越地震のときは、実はたぶんこのへんも

地震がないだろうとみんな思っていたので

はないかと思うくらい、役場の対応にいろ

んな課題がありました。非常に簡単なこと

だけ申し上げますと、防災行政無線でいろ

んな連絡がとれなくなってしまいました。

防災無線がなぜ使えなかったか。それは停

電したからです。停電したときにどうする

か。非常電源がみんな作動するようになっ

ています。しかし非常電源の使い方を知ら

なかった。不具合があった。その程度のこ

とで、実は情報の提供がずいぶん遅れてし

まった。なぜか。それは自分の所にはそう

いうことがないだろうという前提に立って

仕事をしているからだと思うんですね。で

すので、なかなか一度事が起きればそうい

う注意というのは自然に向くんですけれど

も、そういう事というのは、注意している

ときに起きるというわけでは決してなく

て、日頃の準備というのが大事だろうとい

うふうにも思います。

そういう意味で、国民保護ということに

対応しながら、われわれなりに危機管理能

力を高めていく、これはやっぱり行政当事

者としては当然の責任だと思いますが、そ

のことをどうやってうまくやっていくかと

いうことは、また別の時限で難しい課題だ

ろうというふうに思います。

そういうような点から見て、いかに仕事

を進めていくべきなのか、何を重視してい

くべきなのか、そういう点で多少なりとも

発言ができればと思っております。

○ コーディネーター

ありがとうございます。青山さん、時間

がなくて十分に話せなかったとおっしゃっ

ていましたけれども、まず、今日のこれか

らの発言内容、趣旨をお伺いする前に、私

の方から、今、青木さんが「ないだろう」

という気持ちとおっしゃっていましたが、

沖縄県、テロはありますか。それからひと

つお願いします。

○ 青山繁晴 株式会社独立総合研究所代

表取締役社長

まず、このパネルディスカッションにお

いては、僕はなるべく平たく、具体的に、

赤裸々にお話したいと思うんですけど、一

番短期的にいいますと、沖縄がテロの最大

のターゲットになっているということはな

いと思います。それは、米軍基地の７割５
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分が沖縄に集中していますけど、世界中で

イスラム原理主義のテロが今起きているわ

けですけど、米軍基地そのものが狙われた

例というのはほとんどないです。停泊中の

イージス艦が襲われた例はありますけれど

も、それはすなわちイージス艦は海に向か

ってお腹をさらしているからです。米軍基

地のように、いわばプロのテロリストが向

かって行っても、突破が極めて困難な所と

いうのは、彼らはまさしく悪い意味でのプ

ロですから、最初に狙うということはまず

考えにくい。

中長期的には、今の話は、今、世界で広

まっているイスラム原理主義については、

少なくとも僕はバグダッドやサウジやイラ

、 、ン そういう所を歩いてきましたけれども

「沖縄」という言葉を聞いたことは１回も

ないですね 「東京」という言葉や「新幹。

線」という言葉や、それから、今日は自衛

官もいますけど 「自衛隊」という言葉も、

何度も聞いたんです。でも 「沖縄」ある、

いは「米軍基地」という話は一度も出ませ

んでしたので、目の前としては一番驚異の

多い方ではないと思います。

ただし、中長期的に見ると、後でお話し

できればしたいんですけど、単に北朝鮮の

問題、北朝鮮の問題も実は沖縄には非常に

大きな関係があるんですけど、僕の話は常

に相手の当事者に聞いたことだけですの

で、そこを一番信頼していただきたんです

けど、中国の当局者、軍部を含めた当局者

が私に最近非常に強調するのは 例えば 首、 「

里城の後ろの塀、城壁のカーブ、あれは日

本のカーブじゃありませんねと、あれは我

が中国と同じカーブですね。民の時代に琉

球王国を冊封していたとおり、琉球は基本

的に中国のものである」ということを、僕

が一番気になるのは軍部の人もそれを言う

わけです。まさか近々に何かがあるという

ことはないと思いますけれども、しかし10

年、15年、もっとはっきり、さっき言いま

したね、もう赤裸々な話をすると言いまし

、 、たから 中国は2008年に北京五輪があって

2010年に上海万博があります。そこまで何

かある、この５年の間に何かあるというこ

とはまさかないと思いますが、その先は、

この沖縄のすぐ西に沖縄西方トラフを含め

てたくさんの資源があって、そこの問題と

絡んでやっぱり中長期的には沖縄というの

は日本の安全保障にとって一番重大なポイ

ントになると思っています。

○ コーディネーター

ありがとうございます。後ほど具体的に

お伺いします。

と言うことで、ここで、今、我部さんが

、 、 、おっしゃいました４点 沖縄戦 米軍基地

島嶼、そしてテロ。今、テロのお話をお伺

いしましたけれども、中長期的にはあり得

るとおっしゃっていました。

それでは、沖縄の特殊性から見た国民保

護法ということに入ってまいりたいと思い

ます。沖縄の特殊性といえば、言うまでも

なくアメリカ軍基地ですが、このことにつ

いて、まず、牧野副知事からお願いいたし

ます。

○ 牧野浩隆

国民保護との関係で全国と違うのは、や

はり沖縄にこれだけの米軍基地があること

が一番の大きな問題だろうと思います。ま

ず、基地に実態はあえて申すまでもありま
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せんけど、全国に在日米軍基地の75％、沖

縄本島の19％を占めていて、そこに軍人、

軍属合わせて4万9,000人が滞在している。

それだけではなくて、われわれ地元の基地

従業員が約8,700人ほど基地の中で働いて

いるのと、それから地域住民と基地とが隣

接していて、ある意味では基地と沖縄社会

が渾然一体となっている、そういう事実が

あるかと思います。

そういうのを受けまして、一方では、基

地関連収入といわれています土地代が年間

800億円くらい。あるいは従業員の給料が5

20、530億円、あるいは基地の消費支出が5

00億円、あれこれ1,700、1,800億円くらい

のものがあって、基地に対するプラスマイ

ナスもありますけれども、基地に対する県

民の総意としましては、やはり基地の整理

縮小ということが大きな問題になっていま

す。

そういった意味では、現時点におきまし

たら、去る２月に日米協議委員会に出され

ました抑止力の維持と地元負担の軽減とい

うことが出されていますので、県民の基地

に対する大きな感情としましては、再編協

議の中で負担軽減が実際に行われるような

ことを期待しているのが今の状況だと思い

ます。

一方、そういう保護法との関係でいいま

すと、平時においても米軍に関係します事

件、事故が多発しておりますので、有事に

なった場合、これがどうなるかという危険

に対する不安は当然あると思います。

それともう一つ、今、基地自体が、青山

先生の話では、短期的にはないかもしれな

いけど、中長期的にはわからないというよ

うな、まさに攻撃の目標になる可能性が否

定できないだけに、周辺住民の保護をどう

するかということが当然大きな問題になっ

てきますし、あるいは有事の場合に、基地

の中で働いてらっしゃいます8,700人の従

業員に対して、その情報をどのように伝え

るのか。あるいは基地を維持するために8,

700人が基地の中に止め置かれるのかとい

うような問題が出てきますし、さらには基

地の外に軍人、軍属の家族たちがいらっし

ゃいますので、その方たちをどのような形

で扱っていくのかという大きな問題が出て

きますので、まさに基地に関する問題と県

民の安全保障、保護との関係では大きな問

題が出てくるかと思います。

そういった意味では基地との関係で問題

になってきますのは、やはり米軍基地とい

うのは、日米安保条約の５条によりまして

滞在してますけど、そういった意味では、

もし有事があった場合は日本の武力攻撃事

態等に対しても、真っ先に自衛隊がするこ

とになりますけれども、日米安保条約によ

りまして米軍が共に行動することになりま

すので、自衛隊と米軍が一緒に行動する場

合に、それぞれ違ったことが起こってくる

わけです。米軍の場合は、ご存じのとおり

地位協定によって国内法の規制を受けませ

んので、そこをどうやっていくかが大きく

問われると思いますけど、しかしながら今

回の場合、有事法、武力攻撃事態法、いわ

ゆる有事三法、七法と言われています中の

一つに 「武力攻撃事態等におけるアメリ、

カ合衆国の軍隊の行動に伴い、我が国が実

施する措置に関する法律」というのができ

まして、これは有事の際に国内の米軍の規
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制を受けないだけに、地位協定にかわるよ

うなもので、米軍に対して、米軍が実際に

やれないけど、米軍が必要な軍事行動は日

本が代わってやっていく。そして米軍に代

わってやっていくという、いわゆる米軍に

対する便宜供用があります。例えば、米軍

が立入禁止をしようとした場合、できませ

、 。んけど これは日本が代わってやっていく

あるいは米軍行動にとって障害物となって

いるものを撤去したり破壊したりするのを

米軍は直接はできませんけど、日本が代わ

りにやっていく。あるいは特別に使用の専

用を認めるだとか、他の便宜供用を与える

というような、そういうのを日本が代わっ

てやっていくというのがありますので、そ

のあたりのものが、どういうことなのか、

これから具体的に見えないだけに、県民に

対して大きな不安になってくるかと思いま

す。

それともう一つは、こういったことに対

してはもちろん日本がやった場合は、それ

に対する代行に対して保障がされているこ

とになっていますけれども、それも保障す

る以前に米軍が軍事行動に伴うそのような

必要なものをどれだけ情報を提供するのか

ということが大きな問題になるだろうと思

います。おそらく軍事行動については情報

を漏らさないのが軍事上必要になるかと思

いますので、そのあたりの情報がないだけ

に米軍の行動に対して県民の保護という場

合に、住民避難にしろ、そういうことをど

うするかが問題になってくるかと思いま

す。

それともう一つは、米軍の場合は何も沖

縄だけではなくて、沖縄に、先ほどのよう

な武力攻撃事態、あるいは緊急事態等が発

生しなくても、国内のどこかで起こった場

合も、沖縄の米軍は動くわけですから、他

の地域のものも沖縄だけに被害が受けて来

るというような、そういうことがあります

ので、このあたりの新たな米軍新法と言わ

れてますものを米軍サイドの情報を、どれ

だけ適切に言って保護につながるような措

置がとれるかということは極めてポイント

になってくるかと思います。そのあたりも

具体的に論じていきたいと思います。

○ コーディネーター

ありがとうございました。今、そういう

課題を出していただきましたが、国におい

て、アメリカと調整して、調整の上で国民

保護をどう展開するのかというのが大きな

課題だと思います。今、副知事がおっしゃ

ったように、基地で従業員の方でも8,000

人を越える8,700人と、この方々への情報

伝達をどうするんだということも大きな課

題だと思います。

さて、その米軍基地に関係して、先ほど

ちょっと触れていただきましたが、知念市

長にお願いいたします。

○ 知念恒男

基地とうるま市ということについてお話

をさせていただきます。ご存じのとおり、

この中部には米軍基地が比較的集中してお

ります。牧野副知事は本島面積の19％とい

うことでおっしゃっておりましたが、まさ

にそのような状況の中で、私どもうるま市

の近くには嘉手納基地、普天間基地、さら

に隣接する金武町にはキャンプ・ハンセン

等がございます。市内には、まず皆さんご

存じの原潜が入港するホワイトビーチ、そ
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れから旧具志川市の方には天願桟橋、陸軍

貯蔵施設、キャンプ・コートニーとござい

。 、ます そういう米軍基地を抱えるうるま市

やはり有事の際、いかに住民を保護するか

という大事なことが私どもの行政の最も関

心の高いところになるわけでありますが、

仮に当分の間、テロやそういう攻撃の心配

はないという予測が成り立つにしても、や

はり万が一ということを考えた場合に、一

つの例で申し上げますと、コンビナートが

攻撃を受ける、あるいは陸軍貯蔵施設が攻

撃を受ける、その時の適切迅速な消火活動

をどうするかという大きな問題が出てまい

ります。そういう大事な問題を解決しなが

ら、なおかつ真っ先に住民の安全保護とい

、 、 、うことを考えた場合に 行政としては 今

具体的にどのような手を打つべきか、どの

ような取り組みをして、このことについて

の対策がとれるかということを考えた場合

に、これは大きな不安として残ります。

行政の大事なことは、まず、これは県も

含めてそうだと思いますが、特に市町村は

住民、市民との接点にあるわけですから、

真っ先に住民の保護については具体的な行

動、適切な行動を取らなければならないと

いう使命からしますと、大変不安でありま

す。ですから、こういうフォーラムを通し

て全市民的に、全県民的に、この沖縄の特

殊事情を考慮しながら、やはり基地という

この問題を、それからお互いの安全をどの

ように保障していくかということについ

て、ぜひ有意義なご意見、そして議論をい

ただきたいと。これは基地に囲まれている

住民の気持ちで今日は申し上げております

、 。ので よろしくご教授をお願いいたします

○ コーディネーター

ありがとうございました。

さて、先ほど我部先生、沖縄戦、米軍基

地、島嶼、テロと４点あげました。この米

軍基地について、国民保護と日米地位協定

との関連も含めて、ひとつ出していただけ

ますか。

○ 我部政明

まず、今、ここでは二つについて話をし

ます。１点目は、この国民保護法というも

のの位置づけですが、その国民保護法のも

とになっている法律が、いわゆる有事法、

武力攻撃事態法と呼ばれたものですが、正

確に言うと 「武力攻撃事態等における我、

が国の平和と独立並びに国及び国民の安全

の確保に関する法律」という、とても長い

名称になっています。一般的には武力攻撃

事態法というふうに呼ばれていますが、後

ろの方にまさに「国及び国民の安全の確保

に関する法律」というところもくっついて

おりまして、結局、この武力攻撃事態法と

いうものを作っていく際に、国民の安全に

ついてはどうするのかというのが、その当

時2003年の議論、あるいはその前から出て

いましたが、問題になってきたわけです。

ここが大変議論を呼んできたところであり

ます。その結果、2003年の段階には準備が

できてなかった国民保護法というのをすぐ

、 、に作りますということで 翌年の2004年に

今のこの国民保護法というのができたとい

うわけですが。

一般的に法律というのは、行政が法律に

基づいて動くことになっています。行政は

法律に基づいて動くわけですが、つまり法

律は行政の動く範囲を決めているわけです
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ね。法律は決めているんですが、なぜ法律

によって行政の動きをコントロールするか

といえば、簡単にいうと、民主主義や社会

の中では、たぶん主権者としての国民が何

らかの権限を政府に、あるいは行政に与え

る場合に、その与える根拠となるのが法律

だと。つまり国民が行政に権限を与えるん

だというふうな立場に立っている考え方だ

と思います。それに基づいて、国民の信託

を受けたできあがった法律に基づいて行政

は動いているというふうになっているわけ

です。その法律に基づいて、また国民を、

逆に言うと、国民保護法制で国民の権利を

ある程度制限するかもしれないという、こ

ういう循環になっているわけです。

循環と言えば、今、国民保護法制がいわ

ば法律があるので都道府県や市町村や、さ

らにはその住民がこの法律に従って行動し

てくださいというふうに、国民の行動をあ

る程度コントロールというか、少し影響を

与えようといっているわけであります。そ

、 、もそもの議論からすると その前にあった

国民がつまり議会を通して、法律を通して

行政府に委任している権限といいますか、

与えている権限というのは何なのかという

側面から見てくると、この国民保護法制と

いうのは単に国民の権利を守るというより

は、行政の権限を拡大したいこと、行政の

権限を確認しているというか、法的に基づ

いているんだというふうに言えるわけであ

ります。そこがこの国民保護法制の中でい

ろんな議論が巻き起こる大きな根幹になっ

ている点であります。ですから、国民を守

るというふうに言っているんですけれど

も、中身は国民を守るための行政の権限を

ここで書いているというふうに言った方が

正確なように私は思います。ですが、問題

は、行政の権限がただ単に行政のために、

政府のためにあるわけじゃないんだという

、 、ような主張がもちろんあると同時に いや

そうではないんだと、その逆なのではない

かというようなところがいろいろ見解が分

かれるところであります。この点をやっぱ

り踏まえておく必要があるんだろうと思い

ます。この違いがあるから、これが議論に

なって、沖縄県でも、沖縄戦があったから

ああじゃないか、こうじゃないかと、米軍

基地があるからこうではないかという根幹

にあるのは、この法律の両側面ですね。両

側面があるからだということをよく理解し

ておく必要があるのではないかというふう

に思います。

、 、もう一つの点は この米軍基地について

有事の際に米軍基地の中における米軍はど

のような行動をするかということでありま

す。これは1997年の日米防衛協力の見直し

ということの中で、いわゆる新ガイドライ

ンと呼ばれる中に、幾つか日本防衛につい

て、あるいは日米間の防衛協力について書

かれている指針があるわけですが、これの

一つ目は、普段からの協力ということが一

つ目。二つ目は、日本有事の際の協力。そ

れから三つ目は、周辺有事の際の協力とい

うふうになっています。今、ここで上がっ

ている国民保護法の中で、特に注目をして

、 。いるのは 日本有事という場合であります

日本有事の際、米軍はどう動くかという

ことなんですが、この日本有事の際のガイ

ドラインではこのように書いています 日。「

本の有事は日本が主体的に取り組む」とい
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うふうになっている。主体的というのは英

語で「primary responsibility」というふ

うに書いています。つまり、訳が専門家の

中では批判があるところなんですが、主体

的というのは、何か他の人もいるんだとい

う感じになるんですが 「primary respon、

sibility」という英語の部分は、第一義的

な責任は日本が負うというふうに英語では

そうなっているわけです。ですから、日本

有事の際の責任は、まずは第一義的には日

本だと。この日本有事の際にアメリカは何

をするかというふうなところでは、米国は

適切に協力をするというだけであります。

つまり日本が日本有事の際においては、

「primary responsibility」を持って、ア

メリカは適切な協力を行うということにな

っているわけですから、まず、一義的な責

任は日本政府が負うわけですので、米軍は

まずそれを見てから適切な協力を、どうい

うのが適切なのかを考えるなり、あるいは

準備してきたことをやるというふうになっ

てくるだろうと思います。

そうしますと、具体的にどういうのが有

事なのか、想定がかなりさまざまなものが

あって特定化できるのが難しいんですが、

有事という一般的な名称でいえば、米軍が

何か最初に行動を起こして、沖縄の人を守

ったり、あるいは防衛にあたるということ

は、この日米ガイドラインから見ればやら

ないと。むしろ日本がやるべきだというふ

うに書いてあるということであります。

○ コーディネーター

これはそうしますと、アメリカの活動と

県民の避難の調整、これは青山さんにお聞

きした方がいいのかな、青木さんにお聞き

するのは、青木さんの方は保護法の指針を

まず皆さんに説明しましたので、この席で

は、青山さん、どう思いますか。米軍活動

と沖縄県民の避難。

○ 青山繁晴

今、我部先生は非常に公平におっしゃっ

たと思うんですね。公平かつ客観的におっ

しゃったと思うんですけど、日米防衛協力

の新ガイドラインによれば、日本有事の際

に米軍は何でもできるということが実質的

に書いてあると思いますよ。この新ガイド

ラインというのは、我部先生がおっしゃっ

たように、日本語と英語では中身が全然違

うというのも大きな問題なんですね。沖縄

県民だけじゃなくて日本の人々はほとんど

この新ガイドラインが理解できないです。

英語で読むとすごくはっきり書いてあっ

、 、て さっき我部さんがおっしゃったように

米軍の行動について、今のところ日本で有

事があっても日本側から何らの制約を与え

ることも実質的に僕はできないと思ってい

るわけです。ですからこそ、副知事の牧野

さんは、今日、冒頭おっしゃった、沖縄だ

から日本一の国民保護計画にするんだとお

っしゃったこと、僕はこれはすごく正しい

姿勢だと思っていて、すなわち日本で重大

なテロがあったり、あるいは米軍を巻き込

んだ事態になったり、日本で有事があった

ときに、米軍に対して日本が何を言えるの

、 、か ここの主人公は日本国民なんですから

米軍が主人公じゃなくて私たち日本国民が

主人公なんだから、それを守るためには米

軍に対しても、例えば県庁だけじゃなくて

自衛隊の側からも何ができるかということ

を、この国民保護計画の中で沖縄県におい
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ては盛り込むべきだと思っているわけで

。 。す それは僕は不可能じゃないと思います

すなわち米軍にとっても、沖縄を含めて在

日米軍基地を守るというのは彼らの国益そ

のものであって、絶対に守りたいと思って

いるわけで、有事になったときに、今は適

切な協力だけにとどまっていることが、も

う少し具体的に日本の主権において、仮に

ある程度の制約を受けることになっても、

この米軍基地の機能が保たれる方を僕はア

メリカは選ぶと思っていますから、この国

民保護をむしろきっかけにして、ようやく

日本が踏み出せると僕は思います。

○ コーディネーター

ありがとうございます。

青木さん、どうですか。米軍基地の、沖

縄の特殊性から考えた。

○ 青木信之

いろいろご心配な事情、これだけ米軍基

地に囲まれているわけですからわかります

し、現にヘリコプターが落ちてみたら、そ

こを封鎖しちゃってということになって、

そういう事実からするならば、いざ事が起

きたときに本当に避難とかできるんだろう

かというご心配があるというのはわかりま

。 、 、 、す ただ 米軍もさることながら 自衛隊

いろいろ考えなければいけない課題もやっ

ぱりあろうかと思うんですね。いざ避難す

るとき、那覇空港から避難しようというと

きに、自衛隊との共有空港でもあるし、事

が起きれば自衛隊も使うということもある

わけですね。そのこともまず頭に置いてお

く必要があろうかと思います。

米軍との関係で申し上げれば、日米でそ

の調整メカニズムで一応存在している。最

終的には施設をどっちが使うかという課題

が生じたときに、日本国内の国内法として

は、国民保護法と一緒に成立したものとし

て、特定公共施設、道路はどっちが使うと

か、港湾はどっちが使うとか、ここで調整

をしようということで対策本部ができたな

らば、利用指針を作って、どっちが優先を

どうするかということを決めていこうとい

うことで、一応はなっているんですね。一

応はなっているんですが、それは一つの仕

組みがあるだけでありまして、具体的に問

題が起きたときに、どこで、どういうふう

に議論をしていくのかということがたぶん

大事だろうというふうに思います。

先ほど牧野副知事さんが言われたお話で

すね、米軍とも調整しなければいけない課

題がたくさんあるだろうと。軍人、軍属の

問題もあるし、情報提供があってもいいじ

ゃないかと。これは沖縄県をはじめ、多く

の基地がある県さんが強い話をいただいて

おりまして、政府としては米軍当局に、外

務省を中心として、そういう申し入れをし

ております。まだその調整結果がまとまっ

ている状況ではありませんが、外務省とし

ては継続的な話をしていると思います。

一つ言えることは、少なくともその国民

保護ということを日本も考えなければいけ

なくて、そのことを頭に置いてくれなけれ

ば米軍も困るんですよということは、これ

は伝わっていると思うんですね。相当長い

時間を経過して、その間継続的に話をして

いるわけでありますから、そのことを理解

してもらうというのが非常に大事だろうと

思っています。もちろんできる限りいい答

えが得られて、一定の調整結果がお示しで
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きれば一番いいと思っています。

それから政府部内の問題としては、その

調整ってどこでするのか。誰が、どういう

、 。次元で どういう材料の元に判断するのか

。 、これは大事な課題です われわれとすると

そういうような問題を、どの時点で、どう

いうふうな議論の元に調整を図っていくの

かという問題提起を政府内でもしていると

ころでありまして、今のところ、実際にど

ういうふうに調整するのかというようなと

ころまで煮詰まった議論なっておりません

けれども、今後とも政府内でもそうした議

論ができるように、われわれなりに努力を

していきたいというふうに思っておりま

す。

○ 青山繁晴

今、青木さんはけっこう踏み込んだこと

をおっしゃったと思うんですよ。というの

は、米軍基地の問題って、今まで防衛施設

庁だけがやっていたでしょう。防衛施設庁

って、はっきり言って、今日、関係者もい

らっしゃると思いますけど、政府の中でそ

んなに権限が強い省庁でもないし、防衛施

設庁だけがやっているから政府全体の問題

になかなかならなかったわけでしょう。で

も青木さんは、今は総務省だけど、要する

に旧自治省ですよね。自治省が本当にそれ

をやられているかどうかは知りませんが、

少なくとも住民自治を守るために存在して

いる役所ですよね。そこがこの国民保護法

を通じて、この米軍基地の問題にも初めて

いわば関与できる。そこは僕は積極評価し

た方がいいと思うんです。

時間ないでしょうか、もう一つ付け加え

ると、さっき私が沖縄の国民保護計画の中

にこそ米軍の問題を取り入れられるといい

ましたね。それは絵空事ではなくて、絵空

事ではない証拠に既に幾つか活用できるも

のがあって、その一つは、さっき我部先生

がおっしゃった新ガイドラインの中の「pr

imary responsibility」という、要するに

責任はお前だよと言っているだけともとれ

るけど、違う方向から見たら、この日本で

起きることは米軍じゃなくて自衛隊、我が

国民が養っている自衛隊がやることなんだ

よと。米軍はいわば主人公ではないよとい

うことを、むしろ初めてはっきり言ってい

ると思うわけです。

それからもう一つは、さっき、牧野副知

事から、これはおそらく懸念として言われ

たと思うんですけれども、武力攻撃事態法

の中に 「米軍がやることを自衛隊が肩代、

わりする問題がありますね」ということを

牧野さんはおっしゃったと思うんですよ。

懸念としてわかるんですが、これも国民保

護計画をきっちり米軍の問題まで取り込ん

で作っていくと、例え有事があったときで

あっても、米軍の国内法に則って何でもや

れるわけではなくて、日本にいる限りは、

日本の国内法に基づいて、その自衛隊しか

できないんですよということを、むしろ制

限として僕は活用できる可能性は十分ある

と思っているわけです。だから平成18年度

末にいたるまで、そこのところを詰めてい

けばいいと思います。

我部さんはもちろん違う意見があるでし

ょうが、僕は必ずしも国民保護計画を一つ

の契機として、今までの在日米軍に対する

日本の主権なき状態、この主権なき状態っ

て、別に左でも右でもなく、例えば海上自
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衛隊の護衛艦に乗って横須賀港に近づいて

いくと、これはつい先日、僕は海自の様子

を見るときに乗ったんですけど、横須賀港

に近づいていくと、一番よい部分は全部米

軍が押さえているわけですよね。一番端っ

このところに自衛隊の護衛艦は避けるよう

に入っていくわけです。思わず海上自衛官

の口から 「これが主権国家でしょうか」、

ということが漏れるわけです。

これは自衛隊がそういうことを表に向か

って言えないけれども、普通の本音だと思

うんです。そうすると、米軍に対して初め

てものを言うためにも、国民保護計画は、

実際は僕は活用できると思っています。す

みません長くなりました。

○ コーディネーター

。 、ありがとうございました 今のご意見で

我部さん、ちょっと頭をひねっていました

けど、簡単に。副知事の方で、どうぞ。

○ 牧野浩隆

今の米軍と国民保護法の問題の一番抜け

ているのは、沖縄側が懸念するのは、武力

攻撃事態法は外部から何かがあった場合に

国としてどう対応していくかということ

で、それは全体として自衛隊と米軍が一緒

になってやっていくという安全保障論の線

でやっているわけです。そこはそこで理解

で来るわけです。ただしこれが前提になる

と、過重にある沖縄こそおかしなことが起

こってきますよと、前提自体にわれわれは

問題を感じていますよというのはそこなん

ですよね。ですから、安全保障論の面から

いけばそこは理解できるけど、しかしその

ままでは沖縄の過重負担ということから考

えますと、そういう面から見ると、今度は

武力攻撃事態法を受けた国民保護法という

形からしますと、県民の人命や財産をどう

保護するかということになりますと、その

枠組み自体にも今の安全保障論に対するも

のも、例えば負担軽減ということが出され

ていますから、そのあたりをちゃんと押さ

えないと、武力攻撃事態は当然の前提とし

ているということをわれわれは、そこから

問題提起はしていかないといけないと思っ

ているわけです。そこのところなんです。

○ 青山繁晴

それは同感です。

○ コーディネーター

ありがとうございます。すみません、ち

ょっと時間がありませんので、我部さん、

どうぞ。

○ 我部政明

先ほど米軍の方に何かやってもらえるの

ではないかというふうに期待があるんです

が、現実にはこの国民保護法ができた法律

。 、も一緒にこういうのができました 先ほど

青木さんから言われた特定公共施設の利用

等についても、この法律も一緒なんですけ

れども、同じときに「武力攻撃事態等にお

けるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い、

我が国が実施する措置に関する法律」とい

うのができまして、これは何かというと、

中身は、米軍が行動するのに日本が障害に

ならないように用意していこうという目的

の法律です。つまり、ここでは米軍が例え

ば誰かの私有財産の木を切ったりすること

について認めましょうと。その代わりその

保障については日本政府がやりますと、や

ることができますと。そういうような日本

政府が全て、先ほど副知事がおっしゃった
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ように日本政府が肩代わりをしていくとい

うふうに、つまり容易に米軍の行動を容易

にさせるというふうになっているわけで

す。ある意味で言えば、日米安保の前提か

らすれば、米軍と一緒になって日本を守る

という立場からすれば当然なことでもある

わけですが、今の日本政府のこの法律によ

れば､米軍の行動をより促進をしていく、

うながしをしていく、容易にしていくとい

うような側面があるわけです。

○ コーディネーター

はい、どうぞ。

○ 青山繁晴

我部さんに無理に意見を合わせるわけで

はなくて、僕が言っているのも、実はそう

いう面が今の法律では確かにあるというこ

。 、とを申しているわけですね 法律ですから

やがて変えることもできます。そのために

も、もう１回言いますが、この国民保護計

画の中の県の基本計画は避難マニュアル

は、この沖縄の地元で作れるんですから、

武力攻撃事態法のそこの部分は我部さん

と、もう１回言いますが、無理に意見を合

わせるわけではなくて、懸念は共有してい

るんです。それをやがて変えるためにも、

それから沖縄という現場から声を上げるた

めにも、その国民保護計画は作り方によっ

ては有効になると思っているわけです。

○ コーディネーター

ありがとうございます。おさらいの意味

、 、ですが こうやって沖縄県が計画を策定し

それを国と調整すると、それが出来上がっ

ているというところが鳥取ですか、青木さ

。 。 、ん 福井と鳥取ですね そういう意味でも

今がチャンスだということも考えられると

思います。 さて、問題の沖縄県の特性の

中で、離島がございます。この離島につい

て、加藤さんからひとつよろしくお願いし

ます。

○ 加藤伴子

私たちの八重山諸島は、自衛隊も基地も

。 、ありません たくさんの離島を抱えていて

与那国島は国境に接しています。また、尖

閣の問題もあります。先月６月17日、石垣

市議会では、尖閣上陸視察が決議されまし

た。その４日後の６月21日には台湾国防省

の人たちが海軍フリーゲート艦で尖閣近海

を視察し、遊漁権を主張し、シュプレヒコ

ールをあげている写真が新聞などで載って

いました。

また、2004年11月12日、国籍不明の潜水

艦が石垣と多良間の間を領海侵犯をして北

上していきました。それも領海を出た後に

私たちは新聞で知らされました。そんなこ

とで、私の住んでいる石垣は少々気になる

、 。地域というか 場所であることは確かです

また、石垣では、明和の大津波の教訓が

残っていますので、近くの小学校では津波

が来たとき、高台の中学校へ行く、またそ

れでも来たときは、上の地域へ行くという

避難マニュアルはできているのですが、有

事に関しては何がどう起こるのか検討もつ

きません。それに石垣の大多数の人は危機

感を持っていないのが現実だと感じます。

有事は家族が一緒にいる時に起こるとは限

りません。保育園や学校に行っている子ど

もたち、寝たきりの親、それらの世話は女

性が担っていることが多いわけです。私個

人としては、何かあったとき、まず、92歳

になる母親の施設へ走って行くと思いま
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す。それを個々の人たちが学校へ、保育園

、 、へ 施設へそれぞれに向かうということは

それこそ大パニックに陥ると思います。そ

、 、ういう状況にならないように 保育園ごと

学校ごと、施設ごと、例えば公的機関など

が責任を持って移動させて、落ち着いてか

ら家族に会うことができるとか、そういう

方法が果たしてあるのでしょうか。私たち

は家族がバラバラになるというのが一番心

配なことです。ましてや小さな島が点在し

ている離島ではなおさらです。

例えば、台風の場合、事前に情報が伝わ

ってきます。大きい台風、小さい台風、自

、 。分で考えて 自分で対策ができるわけです

でも有事となれば、どこで情報を収集し、

その情報をどう伝達していくか、一人ひと

りがどう行動していくのか検討もつきませ

ん。大切な子どもや親、家族を守らなけれ

ばならない私たち主婦が最南端である八重

山諸島でどう行動をし、どんな対策をして

いくか、同じ石垣市出身であります牧野副

知事にも、深い議論をお願いいたします。

以上です。

○ コーディネーター

ありがとうございます。離島での、つま

りライフラインも含めて、沖縄県ならでは

の離島県ですから、大変な特性なんです。

それを踏まえて国民保護について、牧野副

知事、どうぞ。

○ 牧野浩隆

離島に入る前に、一言だけ。先ほど日米

間の問題がありましたので。基本指針の中

には米国と米軍とのそういうような関係

は、これから国は詰めていくという表現が

、 、ありますので 非常に勢いはいいですけど

本当の意味の情報交換ができるように詰め

ていくというのをぴしゃりできるような形

でやっていただきたいと思います。そこの

ところは政府関係者にお願いしたいと思い

ます。

さて、今、加藤さんのご指摘にありまし

た離島問題ですけれども、これは加藤さん

は石垣島からお見えになりましたけど、こ

れは何も離島問題というのは石垣島だけの

問題ではなく、沖縄県全体が本土から比べ

ると大きな唯一の離島県なんです。ちなみ

に南北で1,000㎞、東西で400㎞、これを地

図に落としますと、大阪から鹿児島までつ

なぐ広さだそうです。海岸線も全国で第４

位という大きなものを持っていますし、そ

れから40の有人島があって、そこにお住ま

いの方たちを、本当にどのような形で避難

誘導していくかということは、並大抵なこ

とではなくて、これは単なる石垣島だけで

はなくて、沖縄全体の問題でもあるんです

ね。

それと、また離島に限っていえば、ほと

んど食料などの生活必需品というのは、八

重山群島ですと石垣島、宮古ですと宮古本

島、沖縄ですと沖縄本島、いわゆる母島に

依存している状況があって、ちなみに食料

ひとつとってみても、台風で２、３日船が

欠航しただけで周辺離島は食料が無くなっ

たと大騒ぎするような状況ですから、そう

いうような有事の場合を考えてみたら、ぞ

っとするようなのがありますし、それから

周辺離島ですと、高齢者の方たちがいらっ

しゃるのと、それと小さな離島などになり

ますと、離島の島内だけで避難するという

ことはほとんど不可能になって、どう島外
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に出て行くかということになりますと、輸

送手段をどうしていくかという形になりま

すと、まさに行政の支援が大きくなってく

るだけではなくて、その支援をするまでの

、 、間に 中にいらっしゃる方たちがどう自主

互助組織みたいなものを作ってやっていく

かということも問われていますし、ある意

味ではまさに周辺離島こそライフラインだ

けではなくて、食糧備蓄など、一番大きな

力を入れていかなければならないだろうと

思います。

難しさですけど、離島の抱えています問

題を、例えば周辺の小さな離島で、島外に

避難しなければならないということが出た

場合の難しさ。これはわれわれとしまして

は、過去に経験があるわけです。沖縄戦の

時に県外にどう疎開するかということがあ

りましたけど、そのあたりの、あのときの

疎開の教訓みたいなものが若干整理して紹

介しますと、まず、島外に避難するという

場合に、避難措置の安全性確保、例えば輸

送手段、これに対する不安。沖縄の場合は

悲しい対馬丸という悲劇があります。それ

から島外のものに対して的確な避難誘導が

必ずしも行政の優柔不断さで迷って、明確

なものができなかったということと。もう

一つは、島外に疎開した、疎開先での生活

に対する大きな不安があるわけです。食料

、 、をどうするのか 救援体制はどうするのか

医療はどうするのか、あるいは地元との連

絡をどうするのか。行ってみれば、避難し

た先でも一種の疎外感というのがある。よ

そ者扱いみたいな形ですから、このあたり

。 、はどうするのか あるいは島外に出た場合

残された財産をどうするのか。これはたま

たま新潟中越地震でも山古志村にあれだけ

みんな誰も居なくなったんですけど、全く

向こうとは関係のないナンバープレートの

車が出入りしているという状況がある。で

すから向こうも自警団を置いてやったとい

うのがあります。ああいうのを考えます。

それと、一番大きな問題は、家族の分離

。 。ですね 家族の安否の情報をどうするのか

あるいは通信手段をどうするのかという意

味で、まさに離島の持っているのをどうす

、 、 、るかが 沖縄の持っている 基地とは別の

沖縄は他の県と比べて難しい問題になって

くるわけです。そういう面では、避難に関

するもの、当然日頃から準備をしていくと

同時に、万一の有事に備えた場合の適切な

情報をどう的確に提供するか。それの対応

策を、今回の場合は市町村などがなってい

ますから、そのあたりが優柔不断じゃなく

て、見事なリーダーシップで適切な情勢判

断をして、どう指示していくか、そのあた

りが問われていると思いますね。

ですからそういう面では加藤さんの提起

、 、したものは これは一番わかりやすいのは

国民保護の基本は、有事の場合、何が起こ

、 、るかということ もう一つ参考になるのが

先だっての阪神淡路大震災ですね。たまた

まあれから10年経ちましたけど、その方た

ちの反省が聞かれまして、その当時、阪神

大震災の時に消防団員として救助活動に当

たった方の反省でこういうことがありまし

た。３つありました。一つは、自分の生命

、 。は自分で守るんだ まずは自助が最初だと

そういう災害はみんなに平等に起こってく

るけど、生きたか、残ったかは平等じゃな

いよ、これは自分で生き残った、そのあた
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りが一番大切だということで、自分ででき

ないのは隣近所、周辺でやっていく、それ

でできないのは何とかやっていく。結局は

行政に来たのは一番後だった。事実、あれ

だけ倒壊された中から救い出された方たち

の95％は自分たち隣近所で救助して、もち

ろんあのときは後で大変な物議をかもしま

、 、したけれども 行政の適切な判断がなくて

自衛隊の依頼だとか、そういうのが全くな

かったというようなこともありますけれど

も、いずれにしましても、有事の場合の第

一歩は、自分は自分で守るということが重

要だということ。

そういう面から見ますと、加藤さんたち

の問題の提起というのは、今、離島にいら

っしゃる方たちが、自分で何ができるかと

いうことを明確にやって、できないのは何

なのか、そこを提起していく。そのできな

いのが何なのかを明確に把握することが一

番重要だと思います。そういう意味では、

自分ができるのを中心にして、やれるだけ

はやる。できないのは何なのか。そこをも

っていくのが今回の保護法の計画を作る場

合の、できないことは何なのか、そこをや

っていくのが。ですから今回の場合は、そ

ういう問題意識、皆さんが上がってくると

いうことをどう把握していくかということ

が重要になってくるかと思います。

○ コーディネーター

それをどう汲み取っていくかですね。お

っしゃるように、これは後ほど締めの部分

、 、に入ってくると思うんですけれども 県民

国民の役割という話を後ほど伺いますが。

さて、青木さん、今、離島の問題が出ま

したけれども、この保護法の基本指針から

して、離島問題をどういうふうに受け止め

ますか。

○ 青木信之

基本指針、全体もそうなんですけど、こ

の離島が一番いろんな点で注意しなければ

いけないという前提になっています。それ

は、島というのは海に接しているから、外

圧との関係でも何か受けやすいという前提

があるのと、いざ事が起きたときに、そこ

から動くときの交通手段が限られているか

。 、 、らなんですね それで かつ沖縄の場合は

これは国がということも決めようというこ

、 。とで 基本指針で決められているわけです

先ほど加藤さんから、実際の現場の声も

踏まえてお話いただきました。お母様が施

設におられるということも含めてでありま

す。三宅島の噴火の時、３日間で逃げてい

くんですね。大島の場合は一晩で逃げたん

ですが。この三宅島の時に、わりとうまく

いっていると理解しているんですけれど

も、一つは知事の命を受けて副知事が行っ

て、全部指揮をとって、そこに自衛隊、消

、 。防 あらゆる機能を終結させて対応したと

社協も漁協も協力してもらっています。

それともう一つは、要援護者ですね、高

齢者や寝たきりの方も含めてなんですけれ

ども、これは先に避難をしていただいてい

るんですね。その手はずを当局が非常に社

協と一緒になってうまくやって、かつ小中

校生、高校生までは家族分断というのがど

うかという議論があったかもしれません

が、まず先にということをやった上で、９

月２日から９月４日の３日間で、民間の船

だけを借りて避難をしているんですね。こ

の避難の形態というのは、必ず要介護者、
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要援護者の対応というのをしなければ、そ

っちが遅れてしまうと本当に後が大変にな

るということからすれば、それは非常に大

事だというふうに思います。

それから学校も含めての対応なんですけ

れども、この三宅島でも高校生までは先に

避難させているということはありますが、

いざ島外に避難することだけではなくて、

とりあえず港に集結しようというときも、

学校は学校で、施設は施設ということでや

っぱりしないといけないと思うんですね。

その時に家族のことが心配になることとの

関係上、何らかのルールを決めておく必要

があって、そのことをぜひそれぞれの地域

で検討しておいていただく。

それは何も有事のこととは関係なく、津

波が来たとき、島外に避難しなければいけ

ない、どこかに集結しなければいけないと

いうときに、それぞれ動くんだけれども、

必ず会えるから大丈夫だよということを、

どうやって確保するかというルールを、そ

れぞれの地域で決めていただいた方がいい

と思うんですね。

青山さんに教えていただいた例として、

あるニューヨークの原発の避難計画を作っ

たときに、実際に作った計画がうまくいか

、 、なかったのは みんな家族のことを考える

みんな子どものことを考える。なので、何

か役割を与えられても子どものことを心配

して子どもの方に行ってしまうんです。従

って、子どもが安全にスクールバスで行く

んだよということが前提にないと、実は全

ての避難がうまくいかないということで、

避難計画を作り直したというお話しを、ま

たもし時間があれば教えていただきたいと

思いますが。ということからすると、やっ

ぱりそこでの一定の仕組みを作っておくと

いうのがいろんな意味で必要じゃないかな

というふうに思っております。

○ コーディネーター

ありがとうございます。

会場からの皆さんの質問も受けますの

で、次に移りますが、今、加藤さんがおっ

しゃいました与那国島国境に隔てている、

それから尖閣諸島問題と、有事の際に国境

に接しているこういう離島、このリスクで

すが、その線について、青山さん、どうで

すか。

○ 青山繁晴

加藤伴子さんがおっしゃったことは、や

っぱり短く言いますから。二つやっぱりど

うしてもお答えしておきたいんですけど、

それは、今、青木室長もおっしゃった、家

族のことで、加藤さんは介護されているお

母さんのことをおっしゃいましたよね。僕

は民間人なのではっきり言いますと、青木

さんがおっしゃったのは、アメリカのニュ

ーヨークのすぐ近くのウエストチェスター

という郡なんです。ウエストチェスター郡

という。そこで原発を抱えているもので、

沖縄は原発ありませんけど、それを仮に有

事と置き換えると、その原発が攻撃されて

放射能が漏れたときにどうするかというマ

ニュアルをいったん作ったんですが、その

マニュアルが本当かどうか、本当に動くか

どうか試してみたら、みんなが自分の子ど

もや、あるいは自分の守らなければいけな

い家族の所へ走ってしまって、しかもマイ

、 。カーで走って 全部の計画がダメになった

そこで考え方を180度転換して、これは守
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るためにはざっくり切り替えなければいけ

ない。すなわち牧野さんがおっしゃいまし

たけど、家族が一緒になるということは、

もうこの際はっきり諦めていただくと。普

段から何かあったら子どもや高齢者や、あ

るいは心身に障害のある方は家族が守るの

ではなくて公が守るというふうにはっきり

決めてしまって、それを普段から飲み込ま

、 、せるために 例えば子どもたちについては

家の目の前に学校のある子どもでも、毎朝

必ず同じスクールバスに乗せて、同じ運転

手さんが運転して、そのバスは民間のバス

なんですが、自治体がお金を出して訓練を

して、つまり緊急事態に対する基本的な訓

練を受けたバスの運転手さんがいて、そう

やって遠い子どもも近い子どもも必ず同じ

バスに乗せているから、緊急事態があった

時はそのバスをすぐに動かして、子どもを

全部そのバスの中に入れてしまって、親か

ら切り離して運んで行くと。高齢者もそう

です。心身に障害のある方もそうで、残っ

た健常者は自分たちで助けるという仕組み

に変えたんですね。これは都市部の話です

けど、離島においてもおそらく同じことで

あって、おそらく石垣やあるいは宮古のよ

うな、つまり地域文化が残っている所は家

族とのつながりも強いから、それははっき

り発想を転換して、こういう非常事態につ

いては、家族が守るのではなくて、弱者は

必ず公が守ると。石垣でいうと、おそらく

消防団員が中心になると思うんですけど、

そうやって考えを転換するということだと

思います。長くなってあれなので。

後半の尖閣諸島を含めた問題というの

は、それは非常に正しい問題意識を持って

いらっしゃって、実は尖閣諸島は （１分、

間で言いますので）今から36年も前に、19

69年に国連が報告書を出して、世界があっ

と驚いたわけです。尖閣諸島を含む東シナ

海には、今までみんなが気がついていなか

った海底油田と海底ガス田があって、時価

総額で600兆円だという報告書を出したわ

けです。日本ははっきり言うと、今日の電

気もそうですけど、目の前の電気を作るた

めにお金を出して、つまり子どもたち、子

々孫々のためじゃなくて、目の前の自分た

ちの生活や経済のために中東からお金を出

してエネルギーを買ってきて、30何年間や

ってきたわけですけど、中国においては、

彼らの戦略をもって子々孫々のためにはや

がて中国の人口はもっと大きくなるから、

この東シナ海の資源をどうしても確保しよ

うとしたわけですね。実はその30数年間、

そうやって中国だけが試掘採掘をしてき

て、ようやく日本も去年から２隻の調査船

。 、を出したわけです これは中国から見ると

初めて日本は中国にノーを行ったというこ

とになるので、つまり去年が始まりであっ

て、今年、それから来年にかけてだんだん

この緊張は高まらざるを得ない。というの

は、中国はこの東シナ海の資源を絶対に諦

めませんから。それでも戦争に僕はならな

いと思います。戦争にならないのは、良く

ても悪くても米軍がいるからだと思います

けれども、戦争にはならないけれども、姿

なきテロによって社会不安が起きたりする

可能性はゼロとは言えない。これ以上やる

と話が長くなりますので、その２点を申し

ます。

○ コーディネーター
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それでは次に移りますが、それでは、こ

の生活関連施設の安全確保、それから住民

の避難というテーマで、まず、先ほどうる

ま市の知念市長がおっしゃったように、生

活関連施設、特にうるま市の場合は発電所

だとかコンビナートだとかいろいろなもの

がありますが、そういう面での課題をお出

しいただきたいと思います。

○ 知念恒男

大事なことでありますので、具体的にお

話をさせていただきます。石油コンビナー

トはうるま市、与那城、平安座でございま

す。そこは唯一のアクセス道路は、よくご

。 、存じの海中道路一本です そこで有事の際

その地域の方々の避難をどのように行うの

か。さらに火災の発生した場合、これは消

防は消火に集中すればいいわけですが、武

力攻撃による火災となると、状況は一変し

。 、ます その際に予測されるゲリラも含めて

どのような適切な消火活動が地方自治体と

してできるかという不安。それから、先ほ

ど申し上げました、食糧やライフラインの

確保をどうするかという極めて重要な問題

がこのコンビナート一つとっても起きてま

いります。

次に、ライフラインの一つであります電

力でありますが、沖縄電力の発電所がうる

、 。ま市宇堅 それから石川の方にございます

もう一つは電源開発の発電所がございま

す。うるま市だけで全沖縄の55.5％の電力

を供給しているという状況でございます。

そのときに発電所が攻撃の標的になる可能

性が高いということを考えた場合に、周辺

住民の避難をどういうようにやっていくか

という、これも大事な課題が出てまいりま

す。

それから、先ほど申し上げました石油コ

、 、ンビナート 火力発電所があるわけですが

山城ダムというという重要な水瓶もござい

ます。そういう所が航空機やゲリラによる

武力攻撃を受けた場合、それを制圧した後

でないと消火活動が行えないのかというこ

。 、 、とになります ですから そういう所への

、 、先ほど申し上げました食糧 あるいは水道

電気をどうするかということが出てまいり

ます。やはり何と言いましても、住民が避

難する、そういう道路というものは、国の

責任において十分事前に確保するというこ

とから考えた場合に、今の海中道路一本で

は私は住民の避難道路としては非常に心配

です。

そうしますと、可能性の高い伊計島や金

武美崎間の架橋を、国は速やかに行うべき

であると。あるいは本島に近い津堅島の架

橋も、この際、こういう国民保護法と関連

をして早急に取り組むべき国民保護の一つ

ではないかなという考え方が基本にござい

ます。

それからもう一つ申し上げましたが、う

るま市には県立病院がございます。老人保

健福祉施設がございます。この状況を申し

上げますと、県立病院にしましても550床

あります。民間病院で1,000床余りありま

す。15の病院で。それから老人福祉施設が

５カ所、保健施設が３カ所で、トータルで

760床ございます。そういう方々の避難誘

導、先ほどの話ではこれは公的機関が行う

という話でしたが、加藤さんのお話のとお

り、家族としては大変深刻な、心配される

問題です。そして何よりも、この旧離島と
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言われる津堅島も含めた地域には4,000人

余りの市民が住んでおられる。生徒にして

も、小学校だけでも8,900人余る。中学校

が4,500人余り、高等学校が4,300人余りと

いうことで、この子どもたちの避難誘導と

いうことについても、行政としては、これ

は極めて大事なことであり、何よりも優先

されるべきだという観点から、ぜひこの安

全、安心ということについての保護法とい

うことを大事に議論をし、考えていただき

たいと、このようにお話をさせていただき

ました。

○ コーディネーター

ありがとうございました。生活関連、一

、 、つの市 うるま市をご紹介いたしましたが

もちろんうるま市だけではありません。

一方では、観光立県沖縄といいます。観

光客の保護、あるいは観光施設も含めて、

これは牧野さんにひとつ簡単によろしくお

願いします。

○ 牧野浩隆

今、知念市長の方から生活関連施設に対

する実情と懸念事項が発表されましたけ

ど、確かに中部地区には石油コンビナート

などの危険貯蔵施設、それから発電所、あ

るいはダム、浄水場、先ほどさらには病院

だとか老健施設などを加えていただきまし

て、重要なものがあることはご存じのとお

りでございますけど、それはある意味では

またライフラインであるし、生命線である

し、外部から見ればやっつけようと思えば

一番攻撃になる弱点であるだけに、そこを

守るということは、そこは攻撃の対象にな

りうるということは当然相手の立場に立て

ば予想できるだけに、そこをどう守るかは

極めて重要であるだけに、周辺地域の住民

の避難をどうするかということは大きな課

題になってきます。これは当然のことです

けれども。

緊急事態の通報をどうするのか、あるい

はそのための情報をどうするのか、あるい

は避難経路をどうするのか、あるいは交通

手段をどうするのか、そういうことも大切

ですけれども、平時から改めて現在のもの

を、そういう国民保護という視点から見直

しする必要が当然出てくると思います。そ

の場合に、まず、施設自体の安全性を改め

てまた確認することはあるわけですね。内

発的な事件、事故、できてから時間が経っ

ているというようなもので、そういう面で

の内発的な事件、事故をなくすという意味

での施設自体の安全確保をすると同時に、

改めてまた施設の管理者自体、管理者もな

、 、れ合いではなくて 改めて管理体制を再見

検討してみる必要があると思いますし、そ

れから施設自体の周辺の警備の問題がまた

出てきますし、場合によっては周辺の立入

禁止区域を設けるだとか、いずれにしまし

ても平時からと同時に、有事が生じた場合

に一番大切なのは、その情報をどう把握し

て的確に発信するかということが、少なく

とも生活関連、ライフラインだけに限って

の情報収集、発信体制というのは今のとこ

ろないと思います。そこは一般論としてだ

けではなくて、特別にそういう施設に対す

る情報収集と的確なものは別途考えていく

必要があるのではないかというような、そ

のことを考えております。

それと同時に、そのあたりは、今でもそ

うですけれども、これは有事とは別に防災
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訓練などもやっていますけど、改めて防災

訓練などの場合、これからもちろん国民保

護計画を作った場合に、訓練ということが

ありますから、そこのところの意識、訓練

なども当然重要になってくるかと思いま

す。

○ コーディネーター

。 、ありがとうございます そこで青木さん

今、副知事がおっしゃったように、いわゆ

る県民の意識というんでしょうか、県民に

期待するものとあえていいますとどういう

ことでしょう。

○ 青木信之

県民の方々には、いろいろなことに関し

て理解をいただくということはまず大切な

んですけれども、まず、自らの備えです。

自らの備えの意味は、特に家族です。です

、 、 、ので 例えば地震でも あるいは津波でも

有事でも、何かあったときにどうするか。

先ほども30分のしゃべりの中で申し上げま

したが、東京で震度５強が１カ所、５弱の

地震があっても携帯電話はもうつながりま

せん。メールも２時間後にやっと私のとこ

ろに来ましたという状態になってしまうん

です。どうやってカバーすればいいか。単

純です。災害伝言ダイヤルに電話すればい

いんですね。災害伝言ダイヤルの使い方さ

え家族はみんな知っている。いざというと

きは、そこに行くことをお伝えすれば、被

災してないところのルートを通っていきま

すので、可能性は高まるわけなんです。そ

ういうことも含めて、まず、目の前の備え

というのをまず一つというのは、やっぱり

あると思います。

それからもう一つは、自分にできること

を一つでも地域で協力する。あるいは職場

でも協力するということなんですけれど

も、特に地域では加藤さんみたいな方がお

られるので、実は何度か回って行くんです

が、みんな仕事に出て、那覇市内で職場に

行った瞬間に地域での役割って、そこでは

、 。ないと思っていて 仕事に勤しめばいいと

自分の事務所のコンピュータは守るけれど

も、そこで何かあったときに避難してきた

人の世話とかまでは考えにくいと思うんで

すね。でも、実はそこでも一定の役割はた

ぶん果たせると思います。

実は、東京駅の皇居側の地域ですけれど

も、80社くらいで作っている組合がありま

す。地震のときに助け合おう。助け合おう

という意味は、会社ごとに助け合うのでは

なくて、付近にいる人も含めて、どこどこ

に逃げたらいいよという誘導を自分たちで

しよう。なぜそういう運動をしているかと

いうと、そうやって防災活動をしている安

全な所だから、ここは不動産の価値がある

んだという対応もできるでしょうというこ

とを売りものにしていこうじゃないかとい

う事なんですね。

その視点はいろんな視点に使えて、沖縄

はリゾートもたくさんあります。例えば毎

月７日は訓練の日か何かで１割引なんだけ

れども、申し訳ないけれども１時間訓練に

付き合っていただくかもしれない、お泊ま

りいただく観光客の方は、なんていうのも

あったっていいのではないかと思うんで

す。何かテロが起きたときに心配なのは、

大都市部とそういうリゾート地域で、コン

トロールできない人、普段住んでいる人た

ちはコミュニティーの機能で何とかカバー
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できるんですが、普段住んでない人、顔の

知らない人がたくさんいる所で何かやると

いうことが大変なので、そういうところの

地域で何かやっておられる、商売している

方々には、何かそういう工夫をしていただ

いて、むしろそれが安全で、結果的には楽

しい観光になるんだということを沖縄でも

売り物にしていただければなと思ったりし

ています。ありがとうございました。

○ コーディネーター

ありがとうございました。今、リゾート

地、観光客の滞在地、それから都市部の人

口密集地の場合の県民はどう役割を果たす

か。それも含めて、青山さん、お願いいた

します。

○ 青山繁晴

うるま市長の知念さんが具体的な問題を

言われましたので、私は実は評論家ではな

くて実務者ですから、県とか政府と連携す

べきは連携してますので、その実務の立場

から一言ずつ、考えられる対策を端的に申

したいんですけど。

まず、コンビナートで、例えば攻撃によ

る火災などが起きたとき、海中道路１本し

かない。これは知念市長がおっしゃったよ

うに、本来はもう１本道路を最低限造らな

いと、つまり消火やあるいはそこにテロリ

ストを入れた場合は警察や自衛隊の部隊も

その道路を使わなければいけませんから、

必ず逆方向に道路は本当は必要なんです

ね。それと同時にあえて申しますが、一つ

の案として、海上自衛隊に水上艇というの

があるんですね。つまり滑走路に降りるの

ではなくて水に降りられる水上飛行艇です

ね。これは実は知られてませんが、水を吸

い上げる能力を持っていて、ドンと水を降

ろす事はできるんです。海上自衛隊の今持

っている水上艇は、たぶんこういう有事の

ときは防衛目的以外には使えないでしょう

から、これは県とあるいは国と協力して、

うるま市も含めて、何機か、沖縄県が離島

を抱えているだけに、これは保有すべきだ

と僕は思っているわけです。今、海上自衛

隊には大変高く売ってますけれども、これ

をある程度の数が出れば価格もドンと下が

るわけです。これ、実は普段はリゾート開

発にも使える、その水上艇を使って観光客

を離島に運ぶ事もできるし、それから離島

で病人が出たり、大量の例えば伝染病が起

きたときにも運べる。それから消火もでき

るという、多目的に日本の防衛技術でとど

まっているものを、防衛の枠から外して民

用に使うことを僕は検討した方がいいんじ

ゃないかではなくて、検討すべきだと思っ

ています。

それからダムについては、ダムは破壊さ

れる懸念は実はありません。どうして断定

的に言うかというと、実は韓国陸軍が北朝

鮮のあの訓練されたテロリストにダムを破

壊される事を懸念して長年そこに兵士も貼

り付けてきたんですが、今は一切してない

んです。というのは、韓国陸軍は実験を重

ねた結果、いかな爆薬を使っても、重爆撃

機でもろに爆撃することができない限り

は、そんな戦闘もできませんから、米軍が

制空権を握ってますから。ということは、

言われたゲリラが爆弾を抱えて来るしかあ

りませんね、破壊するには。その爆薬、爆

弾量ではダムは壊れないんです。ですから

ダムについてはやることはただ１点で、水
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質汚染だけです。そのダムにウイルスを含

めて妙なものを投下されたときに、その水

質をチェックできるポイントを作るだけ

で、そのダムに対しては備えは十分なんで

す。

それから高齢者の病院については、病院

とそれから高齢者を病院に送り出している

家庭に、これはアメリカの自治体がやって

いるんですけれども、このＡ４の１枚紙の

アンケートを出して、その高齢者の病人の

、 、方は 例えば車いすがあったら運べるのか

ストレッチャーが必要なのか、あるいは場

合によっては松葉杖でいいのか、自分で歩

けるのかと言うことを自ら書いていただ

く。そのデータを収集すると、例えば、う

るま市や沖縄県がどれくらいのストレッチ

ャーを持てばいいのか、どれくらいの車い

すを持てばいいのか、何人必要かというこ

とは把握できますから、高齢者の病院であ

っても、その高齢者を運ぶことができる。

まずそこから初めていただきたいと思いま

す。

それから電力については、普通の自治体

、 、ですと 問題は原子力発電所だけであって

火力、水力についてはほとんどターゲット

にならないはずなんですが、沖縄において

は、米軍の電力もストップさせるという目

的を仮にテロリストが持った場合は、おっ

しゃったようにうるま市のように大半の電

力施設が集中している所については、火力

であっても最低限の備えはすべきだと思い

ます。ですから最低限の備えというのは、

つまりセンサーやカメラのようなものを備

えると。そんなものでテロリストが防げる

かと思われるかもしれませんが、実はそれ

はテロリストはプロですから、必ず事前に

下見をし、情報を集めるので、そういうも

のがあるだけでテロの可能性が本当は20分

の１に、確率論から見て、いい加減に言っ

ているのではなくて確率論からいって20分

の１以下に減りますから、ということは、

今まで言ったこと全部合わせてもたいした

コストではないんです。水上艇が一番お金

がかかりますけど、びっくりするようなコ

ストではなくできる対策がいっぱいあると

いうことを、ちょっとまた長くなりました

が、自治体の方も多いので参考にしていた

だくために申しました。

○ コーディネーター

ここで会場から質問を受けたいと思いま

すが、簡潔に、どなたにということで、ど

うぞ、質問がございましたら。はい、どう

ぞ。

○ 会場より

青木さんに質問します。有事の際の国民

の避難において、自衛隊の車両や航空機、

海上艦艇を使うとおっしゃられましたけれ

ども、防災の観点、特に大島や三宅島のよ

うなときは有効だと思いますが、有事の際

になった場合、かえって自衛隊のものを使

うと狙われるのではないかという懸念があ

ります。特に沖縄戦のときにおいては、軍

と共にしたばかりに国民が巻き添えを食ら

っているという事実があります。そのへん

はどうお考えでしょうか。

○ コーディネーター

それでは、青木さん、お願いします。

○ 青木信之

自衛隊の車両等を使う事が当然前提だと

喋ったつもりはないんですが、艦船を使う
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ということは当然前提になっているという

わけではないんですけれども、一つ、制度

上は、自衛隊にはもちろん迎撃という、侵

害排除という基本的な仕事がある他に、国

民保護、避難に関してもご協力をお願いす

るという場面は想定される法体系になって

います。従って、自衛隊の艦船等で避難す

るということはあり得るべき姿ですが、お

話のとおり、本当のそういう事態になって

いるときには間違えて攻撃を受けるという

心配があるので、できる限りそういうこと

も含めた対応というのはやっぱり考えざる

を得ないなということです。従って、事態

によります。むしろそれが狙われるという

ことであれば、絶対にそれに乗せてはいけ

ないということになります。

仮に、自衛隊の船というと難しいでしょ

うけれども、海保の船等であればわかるよ

うに、例の私の最初のスライドにあった特

殊標章みたいなもの、あれをつけてやって

いくという事まで工夫しなければいけない

かもしれません。

ただ、それとの兼ね合いで言いますと、

例えば静岡県さんは災害船というのを持っ

ているんです。500人乗りのテクノスーパ

ーライナーという、ものすごい、日本で一

番早い船です。実は三宅島から避難すると

きに、静岡県は「何で、この船を使ってく

れないんだ」なんて思っていたりして、そ

ういう資産というのはやっぱり日本にある

のであって、従ってもっともっといろんな

活用の方策も考えていくべきで、もし可能

であれば、自衛隊の船を使わずに逃げる事

が基本の場合は、ぜひ使わずにやるという

ことでなければいけないというふうに思っ

ています。

○ コーディネーター

ありがとうございます。他にどなたかい

らっしゃいますか。どうぞ。質問の方、お

立ちいただけますか。マイク係が探す手間

がありますので。

○ 会場《 》

今までパネリストの方々から具体的な例

を挙げて話をされたわけなんですけれど

も、いわゆる事故とか災害の危機、青山さ

んにお伺いしたいんですけれども、事故と

か災害の場合の危機管理というのと、それ

から人間の意思によって働く有事、その時

の危機管理というのは、似ているところも

あるとは思うんですけれども、かなり違う

部分があると思うんですね。いわゆる有事

としてテロリストとか、あるいはテポドン

が落ちるとかいうような、人がやる場合に

は当然やる人たちは、その有事に対して対

応することも考えて行動するはずなわけで

すから、こういう自然災害、あるいは事故

なんかの危機管理とは考え方を変えなけれ

ばいけないのではないかなというふうに思

うんですけれども、そこのところはどうい

うふうにご指導をされているか。お聞かせ

いただきたいと思います。

○ コーディネーター

青山さんに質問ですか。

○ 青山繁晴

おっしゃったように、これ実は全く違い

ます。まず、全く違うということを原点に

、 、 、して その結果 作業を積み上げていって

下の方で共通項がありますから、その共通

項は活かしますけど、原点は全く違うんで

す。というのは、今のご質問の中にも含ま
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れていましたが、事故や災害というのは、

その事故というのはヒューマンエラー、た

またまミステイクでありますから、そのミ

スを続ける意思がない。それからミスがい

くら重なっても、例えば10も20も重なる事

はない。それから自然災害も、台風が幾つ

か続くことがあったり、地震で余震がある

けれども、ずっと続くわけではない。とこ

ろが破壊妨害工作をする人、あるいはテロ

リストの場合は、必ず継続的な意思を持っ

て、この破壊とそれから国民への危害を続

けますから、それは全く違うわけです。

全く違うから、私たちが考えを変えなけ

ればいけないことは、これをあえて言いま

すが、例えば、陸海空の自衛隊について、

僕も含めてずっと長いこと災害救助隊とい

うイメージが染みこんでいるわけです。僕

も含めてですよ。僕ら専門家も含めて。だ

けどこれは意図を持って、しかも技術を持

って、しかも余裕も持って動く相手がいる

場合は、これは実は自衛隊は、ほとんど本

来業務に専念せざるを得ないと僕は思って

います。これは先ほどの一人目の方の質問

にも関係すると思うんですが、例えば自治

体で考えがバラバラで、これもあえて僕は

はっきり言ってしまえば、例えば京都府の

知事さんは、これをはっきり考えをおっし

ゃっていて、自衛隊はテロや有事であって

も、まず人命救助を先にやって、迎撃作戦

は後回しにしてくれということを、京都府

の知事の方がおっしゃっていて、僕は個人

的にもかなり議論したことがあるんですけ

ど、これは例えば沖縄においては、さっき

のご質問に関連していうと自衛隊の車両や

自衛隊の部隊を救助に使うことはこの際す

っぱりやめた方がいいと僕は思います。こ

の自衛隊の本来任務に戻らなければいけな

い。そうすると実は自治体の方々が今日は

多いですから、あえて申しますが、自治体

の中で警察や消防は、有事やテロになった

ときも自衛隊がずいぶんやってくれるんだ

という期待をしている部分がすごくあるん

です。おそらく沖縄でもそうじゃないでし

ょうか。他の自治体ではもっとそれが強い

ところがある。

だけどこれは、有事やテロに関しては自

衛隊は幸か不幸か、本来任務に戻らねばな

らない。すなわち私たち一般市民が救助を

当てにするのも、自衛隊に当てにするので

はなくて、基本的に警察と消防、それから

市民の相互救助に基本的に依存せざるを得

ない。そこが一番違う点だと思います。他

にもありますけど、とりあえず。

○ コーディネーター

アンケート用紙をいただいたので、読み

づらいのもたくさんありますので失礼しま

、「 、すけれども 青山さんにお伺いしますが

有事と平時では人間の感情が違うと。有事

のとき、軍隊は本当に住民を守れると思う

か 」と 「軍隊」と言ってますけれども、。 、

つまり自衛隊のことだと思うんですが、守

れると思いますかということです。

○ 青山繁晴

そのご質問は、明らかに沖縄戦の悲惨な

経験を踏まえて、軍隊というものは、そも

そも実は国民を守るのではなくて、違うこ

とをやるのではないかという不信感に基づ

。 、いていると思うんです だけどそれは僕ら

いわば主権者、国民の責任において旧軍と

自衛隊がどう違うのかということをもう一
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度整理して、実は旧軍にもし似通っている

ところがあるなら、それは僕ら国民の側か

ら自衛隊に直してもらわなければいけない

し、自衛隊、防衛庁の側からも、われわれ

、 、は帝国陸軍 帝国海軍とここが違うんだと

沖縄戦を繰り返さない根拠はここだという

ことを説明してもらった上で、もう一度言

いますが、有事やテロの場合は、自衛隊は

私たち市民を救助するのが本来の任務じゃ

なくて、おそらくその余裕は、僕は現実に

はないと思います。ですから消防、警察、

市民相互の救助の方がポイントになってき

て、自衛隊は本来の任務にどうやって専念

させるかということに僕はならざるを得な

いと思っています。

○ コーディネーター

もう一つ、会場からご意見を伺う前に、

このアンケートで一つ。千葉からいらした

匿名ご希望ですのであえてお名前は発表い

たしませんが 「ロンドンの同時テロで始、

まり、最近の関東の地震など、テロ、自然

による災害が起きていますが、一部の県を

除いて、知事が積極的でないように思う。

、 。良くいえば 慎重かつそういう状況にある

それは行政の責任、国民性、マスコミのあ

り方などが考えられますが、先生のお考え

をお聞かせください。青山先生ですね。

○ 青山繁晴

これはさっきの講演で言いましたが、私

たちの国は、今、民主主義です。本当に。

世界で最も高度な民主主義の国の一つです

から、自治体と政府と国民とメディアがバ

ラバラに違うということは絶対にないで

す。これはみんなそっくりです。だから相

互に影響し合っているのであって、御上に

依存するだけでもダメで、私たち自身が御

上に働きかけなければいけない。例えばあ

えて言えば、沖縄には今、列車はモノレー

ルしかありませんが、でも皆さん、本土に

行かれて新幹線によく乗られるでしょう。

ヨーロッパの新幹線はユーロスターといっ

て、ロンドンとパリ、それからロンドンと

アントワープをつないでますけど、新幹線

に乗るときに必ず金属探知機があるわけで

す。日本の新幹線は、例えば皆さん、のぞ

みに乗られることもあるでしょう。のぞみ

、 、って 時速250㎞から300㎞くらいになって

満員ですと1,300人ですよ。その車両を全

部転覆させるのに必要なプラスチック爆弾

の量といったらこれくらいです。昔でいう

と、ショートホープとかああいう小さなタ

バコくらいのプラスチック爆薬で全車両横

転してしまうわけです。

実は僕は何年も前から金属探知機をせめ

て付けてくださいと言っているわけです。

でも、必ず国土交通省とＪＲの側からは、

そんなことをするとお客が減って経営に響

くと言うわけです。しかも乗るのに時間が

かかるとお客が来なくなると言いますか

ら、僕はユーロスターに実際に乗りに行っ

て調べました、そうすると、一番高齢者で

よたよたの人でも10分で金属探知機をくぐ

。 、って電車に乗れたわけです ということは

僕ら乗客の側から、つまり市民の側から10

分間の不便は我慢するから金属探知機を付

けないならもう新幹線に乗らないと言え

ば、それだけで抑止力はずっと上がるわけ

で、そうやって僕らの側から変わると、こ

の国民保護や、そういうことに消極的にい

られる知事がいるはずがない。選挙を考え
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たら、そういう知事さんはもういらないと

いうことになるから、やっぱりどちらかと

言えば僕らの側から声を上げるべき時期に

来ていると思うんです。今日、会場にいら

っしゃっている方ですね、千葉からお見え

になっている方。

○ コーディネーター

はい。ありがとうございます。まだあり

ますけれども、会場の方から質問がござい

ましたら、どうぞ。

もう一つ 「国民とは在日の外国人、例、

えば在日朝鮮人も含めるのか。レジュメで

は住民という言葉が使われているため素朴

に疑問に思う 」これが１点。。

２点目 「武力攻撃とは、具体的にどの、

国からのものなのかを想定しているのか。

中国か、北朝鮮か 」というふうに言って。

。 、 、ますが これ どなたでもけっこうですが

どうぞ。

○ 青木信之

国民保護法の背景にはジュネーブ条約が

あります。そのジュネーブ条約は、要する

に人をおしなべて守らなければいけないと

いう前提に立った法的枠組みであります。

したがって、この国民保護法を動かす場合

、 、において 在日の外国人はもちろんのこと

日本にいる外国人の方も保護の対象になり

ます。観光に来ている方も含めてです。従

って、何らかの対応をしなければいけない

場合においては、そうした方々に対する情

報伝達というのもけっこう大変な仕事にな

って、例えば日頃から国際交流協会等々で

簡単なパンフレット等を用意して、いざと

いうときはこういうことを書かなければい

けないんですよということも、場合によっ

ては必要だということになるという意味

で。そういう方々も保護の対象になるとい

うことであります。

○ 青山繁晴

１番目については青木さんと全く同じ

で 「国民保護 「国民」という名前を使、 」、

ったり「住民保護 「住民」という名前」、

を使っていますが、それは最も主体的にや

る人のことを言っているのであって、保護

の対象を人間によって、国籍によって、例

えば観光客と住民によって分ける、あるい

は在日の方と日本生まれの方と分ける、そ

んなことはあるはずがなくて、それは青木

さんと同じです。

二つ目の、どこの国のことを想定してい

るんだというご質問、それは二つ面があり

まして、これを具体的に私たちは備えなけ

ればいけません。無尽蔵に備えるわけには

いけない、そんなことをしていたら自衛隊

員は500万人、消防団員は１億人というバ

カな話になりますから、具体的に驚異を想

定しなければいけませんから、これは残念

ながらはっきり申せば、今のテロで言うと

北朝鮮とイスラム原理主義であることは疑

いようがありません。それから中長期的に

は、中国が沖縄のすぐ西まで自分たちの領

土だとおっしゃっている以上は、中長期的

には中国のことも念頭に置かざるを得な

い。でもそれは、いわば紙の裏表の表の部

、 、分であって もう１枚裏の部分については

いかなる脅威があっても基本的には備える

ことをしなければいけない。

それは具体的な備えはもう一度言います

が、表の部分で、今から予想される自体に

備えますが、裏の部分というのは、例えば
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私たち住民、国民、市民が自分たちで声を

上げないと、もう現代の自衛はできない。

あるいは新幹線の問題も含めて、そういう

意識の問題はどこの国だからということを

想定するわけではない。このことはもう一

つ大事なことがあるのは、意識の面まで北

朝鮮、いや、イスラム原理主義だけ見てし

まうと、とにかくイスラム教徒はみんなテ

ロリストで悪の権化だというようことにつ

ながってしまうし、例えば北朝鮮の普通の

人々に対する差別にもつながりますから、

意識の問題では国を特定しては僕はいけな

いと思っています。

、 、１個だけ 時間がないのに付け加えると

今、ロンドンでテロが起きて、皆さん、ロ

ンドンテロに関心があると思うんですが、

テレビで発言している、僕もたまに顔を出

しますが、テレビで発言しているいわゆる

中東の専門家たちの言っていることで、絶

対に僕は間違っていると、許せないと言っ

ているのは 「ロンドン、あるいは英国に、

はイスラム社会があったからテロが起きた

と、日本にはそのイスラム社会がないから

危険は少ない」と何人もの専門家の方がお

っしゃっているでしょう。これは全く間違

いですよね。ロンドンや英国にイスラムコ

ミュニティーは確かにありますよ。ほとん

どイスラム教徒で作られた町もあります

が、99.9％はまじめな英国市民で、テロど

ころか、本当に一生懸命働いている。この

間間違って殺された人も含めて、まじめに

働いている人ばかりですよ。それがあるか

らテロが生まれたと言うなら、そのまじめ

な社会がまるでテロリストを容認している

かのような、これこそ差別と偏見そのもの

です。

逆に、じゃあ日本を見たらどうかという

と、そういう評論家に僕は申すのは、あな

たは上野公園に行ったことがないのか、上

野公園に行くと、これ僕は差別で言ってい

るのではない、どうしてかというと、警視

庁が何度も何度も上野公園で覚醒剤を売っ

ているイスラム教徒を摘発しても摘発して

も、その後ずっと同じ事件がある。ついこ

の間も起きました。それから、例えば東京

だけではなくて、全国の町工場に行けば、

不法入国で残念ながら不法就労で働いてい

るイスラム教徒もけっこういらっしゃる。

そういう犯罪に近しい存在、犯罪に近い存

在のイスラム教徒にだけ、本来はアルカイ

ダは接近して工作員にするのであって、す

なわち英国には、そういうイスラム教徒が

いっぱいいるから事件が起きたと言うのは

差別と偏見だし、日本にはそれがいないか

ら起きないというのは全くの現場を見てな

い勘違い発言にすぎないんですね。

話が長くなっちゃいました。このへんで

止めておきます。

○ コーディネーター

ありがとうございます。ご氏名を書いて

ない匿名ということで、この後時間がもう

ないので、19時から討論会がございますの

で、これを出していただいた方、どうぞま

た県民討論会の方で青山さん、青木さん、

それから県の府本参事監が参加してやりま

すので、一つこのあたりで閉めたいと思い

ますが、最後にそれぞれパネリストの皆さ

んに一言ずつ、会場からの質問、そしてそ

れぞれの皆さんのご意見を踏まえて、一言

ずついただきます。
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まず、知念市長からよろしくお願いしま

す。どうぞ。

○ 知念恒男

国民保護という大切さを自分なりに理解

をし、受け止めましたが、しかし不安とい

うのはなかなか解消されないというのが私

の心境です。ですから、お互い国民、ある

いは市民一人ひとりが対外的には友好親善

大使の役割をしっかり担えるような努力を

していきたいし、また、国や政府は対外的

なそういう有事といいますか、備える法律

などがいらないような外交努力に心血を注

いでいただきたいなという、その気持ちが

強くなりました。今日はありがとうござい

ました。

○ コーディネーター

どうもありがとうございました。

それから、遠く石垣から来ました加藤さ

ん、お願いします。

○ 加藤伴子

自分の家族でできることは何なんだろ

う、自分でできることは何なんだろう。あ

と、やれないことは何なんだろうというこ

とを、常に家族で話し合っておくことは大

切なことだということがわかりました。あ

と、危機管理は知識ではなく意識ではない

だろうかと、今日のフォーラムで感じまし

た。

しかし、何事もないことが一番大事、女

性からしてみると。それを祈らざるを得ま

せん。八重山では、先の戦争の強制疎開に

よって生じたマラリア被害は、今なお八重

山の人の心に深く傷を残しているのは否め

ません。また、石垣では、平和無防備地区

条例などを作ろうと市民の声が上がってい

。 、 、ます また 戦争を世界から一掃しようと

国連56カ国のコインやメダルで作られた

「平和の鐘」が石垣市にはあります。私た

ち市民は折に触れ、恒久平和を願い唱題し

。 、ます 穏やかにお年寄りが暮らしている島

子どもたちがそれぞれの夢を持って元気に

平和に暮らしている島、そんな島に母親と

して有事は決して起きてはいけないと思い

ます。有事の起きない国づくり、県づくり

を心からお願いします。ありがとうござい

ました。

○ コーディネーター

どうもありがとうございました。

それでは、我部さん、お願いします。

○ 我部政明

話を聞いていてよくわからなくなってき

たのは、最初からよく理解できなかったん

ですが、有事とは何かという具体的なイメ

ージがよくわからないまま、いろんなこと

が話が出たので、ますます混乱したという

のが印象です。

もし、どういうものであれ、たぶん具体

的にどういう有事というふうになったとき

に、たぶん大事なのはタイムフレームでは

ないかと思うんです。いつから準備するか

ということです。例えば、今ここで地震が

起きたらどうすべきか。家に電話をすべき

か、外に出るべきかというような、あるい

は後で家には電話すればいいのかとか、こ

れは細々したものですが、そのタイムフレ

ームがあって、どの時点から、何をやって

ということがたぶんあるのではないかなと

思います。これは１回やればいいのか、あ

るいは何回も繰り返し起こるからという事

例というんですか、タイムフレームという
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んですか、時間的な流れというものが少し

欠いているような感じが、今日はいたしま

して、またさらに混乱をしたというのが印

象ですが。今日がたぶん沖縄県の初めての

これに関するフォーラムだと聞いています

ので、これを機会に議論がどんどん深まっ

ていって、問題点が洗い出されればという

ふうな企画だと聞いていますので、そうい

う意味では最初の問題点といいますか、頭

がちょっと混乱したくらいがちょうどいい

のかもしれないなというふうに思いまし

た。

○ コーディネーター

ありがとうございます。

牧野副知事は一番最後に締めとして発言

いただきます。

まず、青木さん、お願いします。

○ 青木信之

知念市長さんのお話は、本当によくわか

ります。毎日毎日市民のことを考えている

市長さんの立場としてということなんでし

ょうけど、やっぱりやることをやったらぐ

っすり寝て、ニコニコ過ごすと。したがっ

て危機管理をちょっと高めるという努力を

まずして、ここまでしたんだから、ぐっす

り眠るという対応だろうと思います。

その時にやっぱり一つだけこの問題につ

いて考えなければいけないのは、情報の問

題だろうと思います。自然災害と違って見

えません。あるいは見えた事象が全てでは

ありません。その次に何かが起きるという

心配も常にあるわけなので、どこかで何か

が起きて、その情報をどうやって迅速に把

握して共有するかにかかっていますので、

何かあったとき、自分だけで抱えないで自

衛隊、警察、必ず情報を共有して、そうし

たらあの話もあったから、これはもしかし

たら、それなら対応しようよ、こういうこ

とだろうと思いますので、その情報の重要

性というのを、もう一歩考えていく必要が

あるのかなというふうに思っております。

ありがとうございました。

○ コーディネーター

ありがとうございました。

それでは、青山さん。

○ 青山繁晴

我部先生がおっしゃったことにあえて関

連して僕は申したいんですけど、これは政

府の取り組みとはもちろん少し違うんです

けど、私はまずは、危機の中でテロに絞っ

て備えをすべきだと思っています。いわゆ

るテロと、それから有事といっていますけ

ど、有事というのはわかりにくい言葉で、

要は戦争ですよね。いきなり日本が戦争を

またやるのかという話なってしまったら、

沖縄の人だけではなくて、ついてこれる日

。 、 、本国民はいないですよ ですから 今現在

実際に世界で起きている、所かまわず起き

ているテロの問題にまず絞って、それで我

部先生がおっしゃった、国民保護といいな

がら行政の権限ばかりがどんどん強くなっ

て行きかねないことをチェックした上で、

それから例えば外交努力は尽きた後の戦争

に備えるという手順を踏むべきだと僕は思

っています。ですからあえて申せば、やっ

ぱりテロに絞るべきだと。世界に共通して

いる懸念のテロに絞るべきだと思っていま

す。

それに関連して、最後に１個だけ、ちょ

っと怖い話をして申し訳ないんですけど、
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最後の話は本当は希望の話をしたいんだけ

ど、どうしても沖縄で話しておかなければ

いけないことがあるので、これは沖縄の人

だけではないので言いますと、今日僕は沖

縄は当面のテロのターゲットになってない

と申しました。それは米軍に関連してはま

さしくそのとおりなんですが、実は諸国が

懸念している大きなテロは、今までのよう

な爆弾だけではなくて、ウイルスを使った

テロなんです。これは実は沖縄だろうが離

島だろうが一切の区別がなくて、といいま

すのは、たった１人だけ、例えば天然痘ウ

イルスに感染したテロリストや工作員をど

こかの国から飛行機に乗せて、例えば成田

に降りただけで天然痘ウイルスは飛沫感染

で、唾で感染しますから感染率はほぼ100

％。死亡率は５％にすぎませんよ。ですか

ら100人かかっても95人は助かりますが、1

00人ともほとんど感染していくんです。で

すから離島であっても日本は公共の高速交

通網が発達してますから、あっという間に

広がっていくんですね。ですから、その意

味からも、こういうテロに絞って備えるべ

きであって、そうすると沖縄の特殊性もあ

るけれども、沖縄は離島であっても東京で

あっても、全く同じ驚異のこういうテロの

可能性もあって、だから共通項も違うとこ

ろもあるという所は、改めて今日、他府県

からの自治体の方もいらっしゃっているこ

ともあって、最後にこのことだけはどうし

ても申しておきたく思いました。

○ コーディネーター

ありがとうございます。

それでは、最後に、牧野副知事、お願い

いたします。

○ 牧野浩隆

このフォーラムが始まる前に、私の出だ

しは大規模テロだとか、あるいは武力事態

の発生だとか、そういう言葉が出ましたの

、 、で そういった事態でわれわれの社会的な

歴史的な経験を踏まえた場合に、こういっ

た事態の中で国民を守ることができるのか

というような、そういう不安と同時に、も

う一つは、全くこの保護法の精神とは違っ

て、例えば保護法の母体になっています武

力攻撃事態法ができたときの、例えば県内

における反応なんかを見ますと、あの法律

は戦争を準備するための法律ではないのか

とか、これは戦争を作るための下調べだと

か、あるいは戦前の国家総動員法と何が違

うのか。あるいは逆にそんな法律を作るの

ではなくて、そういう事態が起こらないよ

うな平和外交、友好的な努力をするべきで

はないのかというような、一見もっともの

ようなのが出ましたけど、こと、この国民

保護法に関する限り、そういうことではな

くて、危機自体が起こるか、起こらないか

ではなくて、起こるか起こらないかはわれ

われが決めることができなくて、外部で起

こった場合に、そういう主観的な問題では

なくて、不慮の事態が起こることを、起こ

った場合にどう備えていくか。国民を守る

かというのが今の法律の保護の趣旨なわけ

ですから、そこのところをわきまえる必要

があると。原因を除去するというのは、自

分でできるものはやればいい。他律的なも

のができないのに、そういうのにどう備え

ていくかが今の問題なわけですから、一般

のリスク管理と同じで、そういう事態を想

定して、最悪の事態を想定して、国民保護
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計画、県民保護計画を作るということは別

。 、 、の次元で必要だろうと ただ 今回の場合

その保護計画の中のおそらく柱になってい

くのは、国はそういう情報を捉えて、危険

だとか避難しろだとかいろんな情報を発信

して基本的な方針を出しますけど、それを

受けて県が、具体的には住民と接する地方

自治体、市町村の役割が大きくなって来る

というような、そういうことがあります。

地方自治体が中心になっていきますけど、

そこは現場主義ですよね。われわれ、先ほ

ど加藤さんのお話にありましたように、そ

こにお住まいの方たちが、何か起こった場

合に自分たちが安全なようなかたちで避難

するには何が必要なのかというのを、まず

現場で考えてみて、そこで自助努力ででき

るもの、足りないものを明確にした形で避

難計画を作っていくことが必要かと思いま

す。

今回の場合、国の国民保護計画を作るた

めの指針の中に、沖縄に関するものが、青

木さんのご指摘の中にありましたように、

いろんな指摘があって。 それともう一つ

は、国が適切に対応していく。あるいはい

ろんな面、復旧にしろ何にしろ、国が財政

的に見ていくという、国の役割も明確に出

しているわけですね。そういった意味では

何でもかんでも国がやっていただけるんじ

ゃなくて、あくまでも基本的なものはわれ

われ自助努力にあるというようなかたちで

明確にした上で、足りない部分は明確に行

政、国がやるべきことというかたちのもの

を提起していくことが必要だと思います。

そういった意味では、基本は、やはりわ

れわれ県民、住民が何が必要だという、符

合のために、ここを明確にリストアップす

るということ。そこがスタートになると思

います。ここは一人ひとりがそういう自覚

を持ってやっていくことになるかと思いま

すけれども。５年中に県の保護計画を作り

ます。来年は各市町村の計画を作っていき

ます。そこは単なる上からの抽象論ではな

くて、下から上がってきたものにどう対応

していくかという、自前のものができるよ

うな形でやっていきたいと思いますので、

こちらにお集まりの皆様のいろんな意味で

の情報提供、ご支援などをお願いしたいと

思います。よろしくお願いいたします。

○ コーディネーター

ありがとうございました。

お聞きのように、この法律は、沖縄県は

これに向けて計画を立てなければなりませ

ん。計画を作らなければなりません。それ

に伴って、先ほど青山さんもおっしゃって

いました、いろいろなマニュアルも作らな

ければならない状態にいくと思います。そ

れは各市町村に下ろしていく必要がありま

す。それを策定するには、やはり今、牧野

副知事がおっしゃったように、それぞれ一

人びとりの県民の役割というのは、そこで

一人ひとりが考えて、こうしよう、ああし

ようという意見を出し合うということ、こ

れに尽きると思います。

多くの離島を抱えてアメリカ軍基地が集

中している沖縄県、沖縄県ならではの保護

計画を作らなければ何の意味もないと思い

。 、ます そういう意味でのその突破口として

今日、こういうパネルディスカッションを

開催させていただきました。

この後19時からも討論会がございますの




